
議案第３５号 交野市印鑑条例及び交野市手数料徴収条例の一部を改正する条例について

１．条例改正の目的

市民の利便性の向上等を目的として、窓口の混雑緩和等を図るため、多機能端末機に
よる各種証明書の交付（コンビニ交付）に係る手数料について、１００円の減額を行い
たいため、交野市印鑑条例及び交野市手数料徴収条例の改正を行うもの。

３．施行期日

令和６年７月１日

参考資料 市民部市民課

２．条例改正の内容

減額対象とする手数料の種類 金額（現 行 → 改正案）

戸籍証明書（全部事項証明書・個人事項証明書） ４５０円 ３５０円※

住民票の写し・戸籍附票の写し・課税（非課税）証明書 ３００円 ２００円※

①交野市印鑑条例の改正

②交野市手数料徴収条例の改正

減額対象とする手数料の種類 金額（現 行 → 改正案）

印鑑登録証明書 ３００円 ２００円※

※いずれもコンビニ交付による場合に限る。

減額対象となる手数料の種類と金額

議案書７１Ｐ～ ７２Ｐ



別記様式第３号（第８条関係） 
【議会基本条例第 10 条第 1 項関係】 

政策等情報の説明資料 
        令和６年３月定例会 

議案の 
件 名 

議案第３５号 
交野市印鑑条例及び交野市手数料徴収条例の

一部を改正する条例について 

政策等 
の区分 

計画 ・ 事業 ・ 条例 
その他（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 
・交野市印鑑条例 
印鑑の登録及び証明について必要な事項を定める。 

・交野市手数料徴収条例 
地方自治法第２２７条の規定に基づき、特定の者のためにする事務につい

て徴収する手数料は、別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところ

による。 

多機能端末機により交付を受ける場合の手数料減額措置について、近隣市では枚方

市、寝屋川市、門真市、守口市が既に実施済み。 
〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 

総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

２６０ ― ― ― ― ２６０ 

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 
 市民の利便性の向上等を目的として、窓口の混雑緩和等を図るため、

多機能端末機による各種証明書の交付に係る手数料について、１００円

の減額を行うため、交野市印鑑条例及び交野市手数料徴収条例の改正を

行うもの。 

多機能端末機により証明書を交付する場合の手数料を１００円減額することで、市

民の利便性が向上するとともに行政事務の効率化を図ることができる。 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 

令和６年１月１６日 交野市使用料等審査委員会の開催 

まちづくりの目標 
政策分野または経営方針 
施策 

目  標 ― 

分野・方針 効率的・効果的な行政運営 

施  策 DX の推進 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 計画名称  

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  
 
 
 

〈政策等の実施時期〉 令和６年７月１日 
担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 

市民部 市民課  有 ・ 無 （新旧対照表他） 

 



 

交野市印鑑条例（昭和５０年条例第２６号）新旧対照表 

新 旧 

（登録証の返還） （登録証の返還） 

第１０条 登録証の交付を受けた者で、次の各号の一に該当するとき

は、登録証を市長に返還しなければならない。 

第１０条 登録証の交付を受けた者で、次の各号の一に該当するとき

は、登録証を市長に返還しなければならない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 次条    の規定により印鑑の登録が消除されたとき。 （３） 第１１条の規定により印鑑の登録が消除されたとき。 

（印鑑登録証明書の手数料） （印鑑登録証明書の手数料） 

第１６条 印鑑登録証明書の手数料は、１枚につき３００円（第１３

条の２の規定による交付にあつては、２００円）とする。 

第１６条 印鑑登録証明書の手数料は、１枚につき３００円        

                                            とする。 

２ （略） ２ （略） 

 



 

交野市手数料徴収条例（平成１２年条例第６号）新旧対照表 

新 旧 

（種類及び金額） （種類及び金額） 

第２条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。 第２条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。 

（１） 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書（戸籍法（昭和２

２年法律第２２４号）第１２０条に規定するものをいう。以下同

じ。）の交付 １通につき ４５０円（多機能端末機（本市の電

子計算システムと電気通信回路で接続された端末機で、当該端末

機の操作により証明書等を発行する機能を有するものをいう。第

２０号及び第２７号において同じ。）による交付にあっては、３

５０円） 

（１） 戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書（戸籍法（昭和２

２年法律第２２４号）第１２０条に規定するものをいう。以下同

じ。）の交付 １通につき ４５０円                        

                                                         

                                                         

                                             

（２）～（１９） （略） （２）～（１９） （略） 

（２０） 市税の賦課等に関する証明 １件 ３００円（多機能端

末機による交付にあっては、２００円） 

（２０） 市税の賦課等に関する証明 １件 ３００円          

                                     

（２１）～（２６） （略） （２１）～（２６） （略） 

（２７） 住民票及び戸籍の附票の写しの交付 １件 ３００円

（多機能端末機による交付にあっては、２００円） 

（２７） 住民票及び戸籍の附票の写しの交付 １件 ３００円  

                                             

（２８）～（３７） （略） （２８）～（３７） （略） 

 


